
政
令
第

号

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
六
号

）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
及

び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
十
を
第
一
条
の
十
二
と
す
る
。

第
一
条
の
九
中
「
別
表
第
一
の
七
第
一
号
」
を
「
別
表
第
一
の
八
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
十
一
と
す
る
。



第
一
条
の
八
第
一
項
中
「
別
表
第
一
の
七
」
を
「
別
表
第
一
の
八
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
の
八
」
を
「
別

表
第
一
の
九
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
十
と
す
る
。

第
一
条
の
七
第
一
項
第
三
号
中
「
別
表
第
一
の
四
」
を
「
別
表
第
一
の
五
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
九
と
す
る
。

第
一
条
の
六
第
一
項
中
「
別
表
第
一
の
四
」
を
「
別
表
第
一
の
五
」
に
、
「
別
表
第
一
の
五
」
を
「
別
表
第
一
の
六
」
に
、

「
別
表
第
一
の
六
」
を
「
別
表
第
一
の
七
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
一
の
五
又
は
別
表
第
一
の
六
」
を
「
別
表
第

一
の
六
又
は
別
表
第
一
の
七
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
八
と
す
る
。

第
一
条
の
五
中
「
別
表
第
一
の
三
」
を
「
別
表
第
一
の
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
七
と
す
る
。

第
一
条
の
四
を
第
一
条
の
六
と
す
る
。

第
一
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
）

第
一
条
の
四

法
第
三
条
第
六
号
の
二
の
政
令
で
定
め
る
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
は
、
別
表
第
一
の
三
の
と
お
り
と
す
る
。

（
大
気
を
汚
染
す
る
物
質
）

第
一
条
の
五

法
第
三
条
第
六
号
の
三
の
政
令
で
定
め
る
船
舶
に
お
い
て
発
生
す
る
物
質
で
あ
つ
て
大
気
を
汚
染
す
る
も
の
は



、
窒
素
酸
化
物
、
硫
黄
酸
化
物
及
び
揮
発
性
有
機
化
合
物
質
（
法
第
十
九
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
揮
発
性
有
機
化

合
物
質
を
い
う
。
）
と
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
別
表
第
一
の
四
」
を
「
別
表
第
一
の
五
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
三
及
び
第
九
条
の
四
を
削
り
、
第
九
条
の
五
を
第
九
条
の
三
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
）

第
十
一
条
の
三

法
第
十
九
条
の
三
の
政
令
で
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
は
、
す
べ
て
の
海
域
に
お
い

て
、
次
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
原
動
機
の
種
類
及
び
能
力
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

原
動
機
の
種
類
及
び
能
力

窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準

一

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
で
あ
つ
て
、
定
格
出
力
が

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
（
単
位
は
、

百
三
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
、
か
つ
、
定
格
回

グ
ラ
ム
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
値
が
十
七
・
〇
以
下
で
あ
る

転
数
が
毎
分
百
三
十
回
転
未
満
の
も
の

こ
と
。

二

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
で
あ
つ
て
、
定
格
出
力
が

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
の
値
が
四
十



百
三
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
、
か
つ
、
定
格
回

五
を
当
該
原
動
機
の
毎
分
の
定
格
回
転
数
の
値
を
〇
・
二
乗
し
て

転
数
が
毎
分
百
三
十
回
転
以
上
二
千
回
転
未
満

得
た
値
で
除
し
て
得
た
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

の
も
の

三

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
で
あ
つ
て
、
定
格
出
力
が

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
の
値
が
九
・

百
三
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
え
、
か
つ
、
定
格
回

八
以
下
で
あ
る
こ
と
。

転
数
が
毎
分
二
千
回
転
以
上
の
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
原
動
機

窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
は
、
限
定
し
な
い
。

備
考

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
の
窒
素
酸
化
物
の
放
出
量
の
算
出
方
法
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

（
船
級
協
会
等
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
十
一
条
の
四

法
第
十
九
条
の
十
五
第
三
項
（
法
第
十
九
条
の
四
十
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
法
第
十
九
条
の
四
十
九
第
三
項
及
び
法
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
（

昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
十
五
条
の
四
十
八
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
船
舶
安
全
法
施
行
令
（

昭
和
九
年
勅
令
第
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。



（
外
国
船
級
協
会
等
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
）

第
十
一
条
の
五

法
第
十
九
条
の
十
五
第
三
項
、
第
十
九
条
の
四
十
九
第
三
項
及
び
第
四
十
三
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十
八
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
船
舶
安
全
法
施
行
令
第
四
条
の
規

定
を
準
用
す
る
。

（
燃
料
油
の
品
質
の
基
準
等
）

第
十
一
条
の
六

法
第
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
海
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
と
し
、
当
該
海

域
の
範
囲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

海
域
名

海
域
の
範
囲

一

バ
ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海
域

別
表
第
一
の
五
バ
ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海
域
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
域

二

バ
ル
テ
ィ
ッ
ク
海
海
域
以
外
の
海
域

前
号
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域

２

法
第
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

硫
黄
分
の
濃
度
が
次
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

前
項
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
海
域
で
使
用
す
る
燃
料
油
に
あ
つ
て
は
、
質
量
百
分
率
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト



ロ

前
項
の
表
第
二
号
に
掲
げ
る
海
域
で
使
用
す
る
燃
料
油
に
あ
つ
て
は
、
質
量
百
分
率
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

二

無
機
酸
を
含
ま
な
い
こ
と
。

第
十
一
条
の
七

法
第
十
九
条
の
二
十
一
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
海
域
は
、
前
条
第
一
項
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
海
域
と
す

る
。

２

法
第
十
九
条
の
二
十
一
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
硫
黄
分
の
濃
度
が
質
量
百
分
率
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で

あ
り
、
か
つ
、
無
機
酸
を
含
ま
な
い
こ
と
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
」
に
、
「
廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
廃
棄
物
（
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を

加
え
る
。

一

船
舶
内
に
あ
る
船
員
そ
の
他
の
者
の
日
常
生
活
に
伴
い
生
じ
、
又
は
輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
当
該
船
舶
の

通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
不
要
な
油
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

ば
ら
積
み
の
液
体
貨
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
る
油
、
有
害
液
体
物
質
等
若
し
く
は
ば
ら
積
み
以
外
の
方
法
で
貨
物
と
し

て
輸
送
さ
れ
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
物
質
の
残
留
物
又
は
当
該
残
留
物
が
染
み



込
み
、
若
し
く
は
付
着
し
た
も
の

ロ

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
油
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み

、
付
着
し
、
若
し
く
は
封
入
さ
れ
た
も
の

ハ

鉛
若
し
く
は
カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
（
電
池
そ
の
他
の
製
品
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
物
質
を
含
む
も
の

を
含
む
。
）

ニ

ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
を
含
む
精
製
さ
れ
た
油
又
は
当
該
油
が
染
み
込
み
、
若
し
く
は
付
着
し
た
も
の

ホ

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
（
漁
網
そ
の
他
の
製
品
で
あ
つ
て
、
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
を
含
む
も
の
を
含
む
。
）

二

船
舶
内
に
あ
る
船
員
そ
の
他
の
者
の
日
常
生
活
に
伴
い
生
じ
、
又
は
輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
当
該
船
舶
の

通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
不
要
な
油
等
を
除
く
油
等
で
あ
つ
て
、
廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物

（
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
二
項
本
文
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合

す
る
船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
を
す
る
場
合
に
は
、
前
項
第
一
号
ホ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。



第
十
二
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。

（
船
舶
発
生
油
等
の
焼
却
の
方
法
）

第
十
二
条
の
二

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
船
舶
発
生
油
等
の
焼
却
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
舶

発
生
油
等
焼
却
設
備
取
扱
手
引
書
に
定
め
ら
れ
た
事
項
を
遵
守
し
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
三

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
焼
却
海
域
及
び
焼
却
方
法
に
関
す
る
基
準
は
、
港

則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
に
基
づ
く
港
の
区
域
又
は
外
国
の
港
の
区
域
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
海
域

に
お
い
て
、
船
舶
に
設
置
さ
れ
た
原
動
機
又
は
ボ
イ
ラ
ー
を
用
い
て
焼
却
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
の
二
の
三
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
の
二
十
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
十
九
条
の
二
の
三
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
の
二
十
六
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
船
舶
又
は
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
十
九
条
の
二
の
三
第
七
項
第
一
号
」
を
「
第
十
九
条
の
二
十

六
第
十
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
船
舶
又
は
」
を
削
り
、
「
輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
」
を
「
海
底
及
び
そ
の
下
に
お
け
る
鉱

物
資
源
の
掘
採
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
六
を
第
十
五
条
の
七
と
し
、
第
十
五
条
の
二
か
ら
第
十
五
条
の
五
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五
条
の



次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
十
五
条
の
二

法
第
十
九
条
の
四
十
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
九
条
ノ
四
第
一
項
た
だ
し
書
及
び

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、
独
立
行
政
法
人
水
産
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
排
他
的
経
済
水
域
等
に
お
け
る
適
用
関
係
）

第
十
七
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法

律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
排
他
的
経
済
水
域
又
は
大
陸
棚
に
お
け
る
第
二
議

定
書
締
約
国
（
法
第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
議
定
書
締
約
国
を
い
う
。
）
の
船
舶
か
ら
放
出
さ
れ
る
排
出

ガ
ス
に
よ
る
大
気
の
汚
染
及
び
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
に
係
る
環
境
の
保
全
並
び
に
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法

律
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
船
舶
に
対
す
る
こ
の
政
令
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
の
七
第
二
項
中
「
無
機
酸
」
と
あ
る
の
は
「
第
二



議
定
書
（
法
第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
議
定
書
を
い
う
。
）
に
よ
つ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
七
十
三
年
の

船
舶
に
よ
る
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
に
関
す
る
千
九
百
七
十
八
年
の
議
定
書
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
同
条
約
附
属

書
Ⅵ
（
以
下
「
条
約
附
属
書
Ⅵ
」
と
い
う
。
）
第
十
八
規
則
に
規
定
す
る
無
機
酸
、
添
加
物
質
又
は
廃
化
学
物
質
で
あ
つ
て

、
第
二
議
定
書
締
約
国
（
法
第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
議
定
書
締
約
国
を
い
う
。
）
の
船
舶
（
排
他
的
経

済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
（
平
成
八
年

政
令
第
二
百
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
外
国
船
舶
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
第
二
議
定
書
締
約
国
特
定
船
舶
」
と

い
う
。
）
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法
令
で
船
舶
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
燃
料
油
に
含
ま
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
定
め

る
も
の
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
鉛
若
し
く
は
カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
（
電
池
そ
の
他
の
製
品

で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
物
質
を
含
む
も
の
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
条
約
附
属
書
Ⅵ
第
十
六
規
則
に
規
定
す
る
微
量
で

な
い
量
の
重
金
属
を
含
む
廃
物
で
あ
つ
て
、
第
二
議
定
書
締
約
国
特
定
船
舶
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法
令
で
船
上
で
の
焼
却

を
禁
止
す
る
も
の
」
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
五
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
排
他
的
経
済
水
域
及
び

大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
適
用
さ
れ
る
法
に
基
づ
く
命
令
の
適



用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

別
表
第
一
中
「
第
一
条
の
八
」
を
「
第
一
条
の
十
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
八
中
「
第
一
条
の
八
」
を
「
第
一
条
の
十
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
中
「
別
表
第
一
の
七
第
一
号
」
を
「
別
表

第
一
の
八
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
別
表
第
一
の
七
第
二
号
」
を
「
別
表
第
一
の
八
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
第

三
号
中
「
別
表
第
一
の
七
第
三
号
」
を
「
別
表
第
一
の
八
第
三
号
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
中
「
別
表
第
一
の
七
第
四
号
」
を

「
別
表
第
一
の
八
第
四
号
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
「
別
表
第
一
の
四
」
を
「
別
表
第
一
の
五
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一

の
九
と
す
る
。

別
表
第
一
の
七
中
「
第
一
条
の
八
、
第
一
条
の
九
」
を
「
第
一
条
の
十
、
第
一
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
中
「
別

表
第
一
の
四
」
を
「
別
表
第
一
の
五
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
の
八
と
す
る
。

別
表
第
一
の
六
中
「
第
一
条
の
六
」
を
「
第
一
条
の
八
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
の
七
と
す
る
。

別
表
第
一
の
五
中
「
第
一
条
の
六
」
を
「
第
一
条
の
八
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
の
六
と
す
る
。

別
表
第
一
の
四
中
「
第
一
条
の
六
」
を
「
第
一
条
の
八
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
の
五
と
す
る
。

別
表
第
一
の
三
中
「
第
一
条
の
五
」
を
「
第
一
条
の
七
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
の
四
と
す
る
。



別
表
第
一
の
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
三
（
第
一
条
の
四
関
係
）

一

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
）

二

ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
）

三

ト
リ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
三
）

四

ジ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
四
）

五

ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
五
）

六

ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ン
―
一
二
一
一
）

七

ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ン
―
一
三
〇
一
）

八

ジ
ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ン
―
二
四
〇
二
）

九

ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
）

十

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
一
）

十
一

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
二
）



十
二

ヘ
プ
タ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
一
）

十
三

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
二
）

十
四

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
三
）

十
五

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
四
）

十
六

ト
リ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
五
）

十
七

ジ
ク
ロ
ロ
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
六
）

十
八

ク
ロ
ロ
ヘ
プ
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
七
）

十
九

四
塩
化
炭
素

二
十

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

二
十
一

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
）

二
十
二

ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
）

二
十
三

ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
三
一
）

二
十
四

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
一
）



二
十
五

ト
リ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
二
）

二
十
六

ジ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
三
）

二
十
七

ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
四
）

二
十
八

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
一
）

二
十
九

ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
二
）

三
十

ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
三
）

三
十
一

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
一
）

三
十
二

ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
四
二
）

三
十
三

ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
五
一
）

三
十
四

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
一
）

三
十
五

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
二
）

三
十
六

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
三
）

三
十
七

ト
リ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
四
）



三
十
八

ジ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
五
）

三
十
九

ク
ロ
ロ
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
六
）

四
十

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
一
）

四
十
一

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
二
）

四
十
二

ト
リ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
三
）

四
十
三

ジ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
四
）

四
十
四

ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
五
）

四
十
五

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
四
一
）

四
十
六

ト
リ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
四
二
）

四
十
七

ジ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
四
三
）

四
十
八

ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
四
四
）

四
十
九

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
五
一
）

五
十

ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
五
二
）



五
十
一

ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
五
三
）

五
十
二

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
六
一
）

五
十
三

ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
六
二
）

五
十
四

ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
七
一
）

五
十
五

ジ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

五
十
六

ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｂ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
Ｂ
一
）

五
十
七

ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン

五
十
八

テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

五
十
九

ト
リ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

六
十

ジ
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

六
十
一

ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

六
十
二

ト
リ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

六
十
三

ジ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン



六
十
四

ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

六
十
五

ジ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

六
十
六

ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

六
十
七

ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン

六
十
八

ヘ
キ
サ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

六
十
九

ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
十

テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
十
一

ト
リ
ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
十
二

ジ
ブ
ロ
モ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
十
三

ブ
ロ
モ
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
十
四

ペ
ン
タ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
十
五

テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
十
六

ト
リ
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン



七
十
七

ジ
ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
十
八

ブ
ロ
モ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
十
九

テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

八
十

ト
リ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

八
十
一

ジ
ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

八
十
二

ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

八
十
三

ト
リ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

八
十
四

ジ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

八
十
五

ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

八
十
六

ジ
ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

八
十
七

ブ
ロ
モ
ジ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

八
十
八

ブ
ロ
モ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン

八
十
九

ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン



九
十

臭
化
メ
チ
ル

別
表
第
二
備
考
第
一
号
中
「
別
表
第
一
の
四
」
を
「
別
表
第
一
の
五
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
イ
中
「
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
」
を
削
る
。

別
表
第
二
の
二
中
「
第
九
条
の
五
」
を
「
第
九
条
の
三
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
並
び
に
備
考
第
三
号
及
び
第
五
号
中
「
別

表
第
一
の
四
」
を
「
別
表
第
一
の
五
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
備
考
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
中
「
別
表
第
一
の
四
」
を
「
別
表
第
一
の
五
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
七
号
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
別
表
第
一
の
四
」

を
「
別
表
第
一
の
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日)

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
及
び
附
則
第
七
条
の
規
定
並
び
に
附
則

第
二
十
条
中
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
附
則
第
五
条
の
四
を
同
令
附
則
第
五
条
の
五
と



し
、
同
令
附
則
第
五
条
の
三
を
同
令
附
則
第
五
条
の
四
と
し
、
同
令
附
則
第
五
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及

び
同
令
附
則
第
二
十
六
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
日
（
平
成

十
六
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
独
立
行
政
法
人
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
及
び
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法

律
第
十
一
号
）
第
二
十
九
条
ノ
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
独
立
行
政
法
人
は
、
独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
、

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
及
び
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
と

す
る
。

（
船
級
協
会
等
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
三
条

改
正
法
附
則
第
六
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
四
十
八
第
一

項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
船
舶
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
九
年
勅
令
第
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
外
国
船
級
協
会
等
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
に
要
す
る
費
用
）

第
四
条

改
正
法
附
則
第
六
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
船
舶
安
全
法
第
二
十
五
条
の
五
十
八
第
三



項
の
政
令
で
定
め
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
船
舶
安
全
法
施
行
令
第
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
特
定
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
を
含
む
材
料
の
使
用
又
は
設
備
の
設
置
が
禁
止
さ
れ
る
日
）

第
五
条

改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
三
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
。

（
特
定
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
）

第
六
条

改
正
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
等

及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
附
則
第
八
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
三
第
二
十
一

号
か
ら
第
五
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
七
条

改
正
法
附
則
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
運
輸
局
長
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項

の
一
部
を
運
輸
支
局
長
又
は
地
方
運
輸
局
、
運
輸
監
理
部
若
し
く
は
運
輸
支
局
の
事
務
所
の
長
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
）



第
八
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
令
第
十
一
条
の
六
第
二
項
第
一
号
イ

中
「
質
量
百
分
率
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
質
量
百
分
率
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
九
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
五
十
六
条
の
五
十
三
第
六
号
並
び
に
第
五
十
六
条
の

五
十
三
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
第
四
号

二

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
七
十
号

三

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
四
条
の
六
第
三
号
並
び
に
第

七
条
第
四
号
及
び
第
五
号

四

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
三
号

五

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
一
条
、
別

表
第
二
の
五
の
項
及
び
別
表
第
三
の
四
の
項



六

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
十
一
号
）
第

六
条
第
二
号
ハ

七

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
四
条
第
二
号
ハ

八

独
立
行
政
法
人
の
組
織
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
共
通
的
な
事
項
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
十
六
号

）
別
表
独
立
行
政
法
人
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
の
項

九

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
三
号
及
び

第
十
六
条
第
二
号
ハ

十

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
十
一
号
及
び
第
二
十
三

条
第
一
項
第
三
号

（
領
事
官
の
行
う
船
舶
法
等
の
事
務
に
係
る
処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

領
事
官
の
行
う
船
舶
法
等
の
事
務
に
係
る
処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三

十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律



」
に
、
「
第
十
七
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
の
三
十
七
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
る
。

附
則
第
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
焼
却
設
備
」

を
「
要
焼
却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
」
に
、
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
以
下
「
六
十
一
年
改
正
の
後
の
施
行
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
以
下
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
九

条
の
二
第
二
項
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
の
二
十
六
第
五
項
」
に
、
「
、
六
十

一
年
改
正
の
後
の
施
行
令
」
を
「
、
海
洋
汚
染
等
防
止
令
」
に
、
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行



令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
二
百
三
十
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止

に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
四
備
考
第
三
号
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
別
表
第
四
備
考
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
附

則
第
二
条
と
す
る
。

附
則
第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
削
る
。

（
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
六
年
政
令
第
三
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
海
洋
環
境
の
保
全
」
を
「
海
洋
環
境
の
保
全
等
（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
十
八
号
に
規
定
す
る
海
洋
環
境
の
保
全
等
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
領
事
官
の
行
な
う
船
舶
法
等
の
事
務
に
係
る
処
分
又
は
不

作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
領
事
官
の
行
な
う
船
舶
法
等
の
事
務
に
係
る
処
分

又
は
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
三
号
）
の



一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三

年
政
令
第
三
百
六
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一
の
四
」

を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一

の
五
」
に
、
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二

十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
一

条
の
六
第
一
項
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
第
一
条
の
八
第
一
項
」
に
、
「
新
令
別
表
第
一
の
五
第
三
号
」
を
「
海
洋
汚
染

等
防
止
令
別
表
第
一
の
六
第
三
号
」
に
、
「
新
令
別
表
第
一
の
六
第
一
号
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
別
表
第
一
の
七
第
一

号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
令
第
一
条
の
六
第
一
項
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
第
一
条
の
八
第
一
項
」
に
、
「
新

令
別
表
第
一
の
五
第
二
号
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
別
表
第
一
の
六
第
二
号
」
に
、
「
新
令
別
表
第
一
の
六
第
一
号
」
を

「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
別
表
第
一
の
七
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
新
令
第
一
条
の
六
第
一
項
」
を
「
海
洋
汚
染

等
防
止
令
第
一
条
の
八
第
一
項
」
に
、
「
新
令
別
表
第
一
の
五
第
一
号
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
別
表
第
一
の
六
第
一
号

」
に
改
め
る
。



附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
新
令
第
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
第
一
条
の
九
第
一
項
第
一
号
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
令
第
一
条
の
七
第
一
項
第
五
号
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
第
一
条
の
九
第
一
項
第
五
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
新
令
第
一
条
の
七
第
二
項
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
第
一
条
の
九
第
二
項
」
に

改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
新
令
第
一
条
の
七
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
第
一
条
の
九
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
を
削
る
。

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る

政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を

定
め
る
政
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。

）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
新
法
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
法
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
新
法
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
法
」
に
、
「
改
正
法
」
を
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法



律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
海
洋
汚
染
等
防
止
検
査
手
帳
に
相
当
す
る
手
帳
の
交
付
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
新
法

」
を
「
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
定
め
る
日
」
を
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
の
日
」
に
、
「
新
法
第
十
七
条
の
八
の
海
洋
汚
染
防
止
検
査
手
帳

」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
法
第
十
九
条
の
四
十
二
の
海
洋
汚
染
等
防
止
検
査
手
帳
」
に
改
め
る
。

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
削
る
。

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三

百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
か
ら
附
則
第
五
項
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
六
項
中
「
附
則
第
十
四
項
」
を
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第

号
）
附
則
第
十
三
条
」
に
改
め
、
「
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
新
令



第
一
条
の
八
第
三
項
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
」

と
い
う
。
）
第
一
条
の
十
第
三
項
」
に
、
「
新
令
第
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
第
一
条
の
九
第

一
項
第
一
号
」
に
、
「
新
令
第
一
条
の
八
第
一
項
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
第
一
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附

則
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
経
過
措
置
）
」
を
付
す
。

附
則
第
七
項
中
「
新
令
第
一
条
の
八
第
三
項
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
第
一
条
の
十
第
三
項
」
に
、
「
新
令
第
一
条
の

八
第
一
項
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
第
一
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
三
項
と
す
る
。

附
則
第
八
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
を
削
る
。

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
焼
却
設
備
」
を
「
要
焼
却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
」
に

、
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
十
九
条



の
七
第
一
項
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
三

十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
四
項
を
附
則
第
三
項
と
す
る
。

（
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
の

一
部
改
正
）

第
十
七
条

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る

政
令
（
平
成
八
年
政
令
第
二
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る

政
令

第
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海

上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
海
洋
汚
染
等



及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
中
「
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
海

洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
及
び
海
上

災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す



る
法
律
」
に
、
「
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
海
洋
汚
染

等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
、
「
新
令
」
を
「
海
洋
汚
染
等
防
止
令
」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
七
号
中
「
海
洋
の
汚
染
」
を
「
海
洋
汚
染
等
（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
条
第
十
五
号
の
二
に
規
定
す
る
海
洋
汚
染
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に

改
め
る
。

第
十
三
条
第
八
号
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
」
を

「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
る
」
の
下
に
「
要
焼
却
確
認
廃
棄
物
焼
却

設
備
、
」
を
加
え
、
「
焼
却
設
備
」
を
「
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
号
中
「
海
洋
の
汚
染
」

を
「
海
洋
汚
染
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
二
号
中
「
海
洋
の
汚
染
」
を
「
海
洋
汚
染
等
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
九
条
第
四
号
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防



止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
る
」
の
下
に
「
要
焼
却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
、
」
を
加
え
、
「
焼
却
設
備
」

を
「
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
海
洋
の
汚
染
」
を
「
海
洋
汚
染
等
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
第
二
号
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
る
」
の
下
に
「
要
焼
却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
、
」
を
加
え
、
「
焼
却
設
備
」
を

「
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
海
洋
の
汚
染
」
を
「
海
洋
汚
染
等
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
廃
棄
物
処
理
施
設
」
の
下
に
「
及
び
排
出
ガ
ス
処
理
施
設
」
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
九
条
第
七
号
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
四
を
附
則
第
五
条
の
五
と
し
、
附
則
第
五
条
の
三
を
附
則
第
五
条
の
四
と
し
、
附
則
第
五
条
の
二
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
海
事
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
五
条
の
三

海
事
局
は
、
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
同
法
附
則
第
二
条
か
ら



第
六
条
ま
で
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

附
則
第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
海
事
局
安
全
基
準
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
十
六
条
の
二

海
事
局
安
全
基
準
課
は
、
第
百
四
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
同
法
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で

、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
の
基
準
の
設
定
並
び
に
当
該
設
備
に
関
す
る

検
査
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
海
事
局
検
査
測
度
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
十
六
条
の
三

海
事
局
検
査
測
度
課
は
、
第
百
五
十
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
同
法
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、

第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
に
関
す
る
事
務
（
海
事
局
安
全
基
準
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。





理

由

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
原
動
機
か
ら
発
生
す
る
窒

素
酸
化
物
の
放
出
量
に
係
る
放
出
基
準
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


